
1　事業の概要

①　成果目標（H24)

②　事業内容

　国庫支出金

　県　債

　その他（手数料など）

　一般財源

 決　　算　　額（B）

 職員数（人）

 概算人件費 （Ｃ）

２　今後の事業の方向性

今後、事業

をどのよう

にしていき

たいか。

　　□ 事業を実施しない　　　　　□ 事業を見直して実施　　　　　■ 事業を現行どおり実施

県税収入の確保については、厳しい県財政の状況に加え、税務行政の適正な執行と税務行政への信頼確保の面においても重要かつ喫緊の

課題であるため、引き続き厳正、的確な滞納処分により、徴収率の向上と収入未済額の縮減に向けた取組みを強力に推進していく。特に、個

人県民税については、市町村と連携した取組を更に進め、一層の収入未済額の縮減を図る。

 概算事業費（B（A）+C） 4,418,474 4,440,866 4,602,594 5,286,179

目標に対

する成果

の状況

・現年分の徴収率は、個人県民税、個人事業税、及び自動車税で前年度実績を上回ったものの、不動産取得税及びゴルフ場利用税で大口

分の滞納等が発生している。現年分の合計での徴収率は、99.27%（目標に対し+0.01P）。現年自動車税は、99.44%（目標に対し+0.11P）

・滞納繰越分の収入未済額は、3,662百万円（現況に対し△534百万円）となり、滞納処分の強化を進めたことにより事業目標は達成された。

・収入未済額全体としては、縮減が図られたものの、個人県民税の割合は更に高まっている。

概　算

人件費

268.00 273.00 273.00 274.00

2,228,956 2,254,434 2,254,434 2,262,692

2,229,982 3,049,360 2,377,647 3,010,984

2,189,518 2,186,432 2,348,160

滞納繰越分の

収入未済額

4,196

百万円

減少

3,662

百万円

達成 減少

99.32% 99.33% 99.44% 達成 99.45%

Aの

財源

現年分自動車税

の徴収率

10,203 9,313 29,226 12,503

99.28%

合計（A) 2,240,185 3,058,673 2,406,873 3,023,487

補正予算 -3,011,454 -1,795,975

現年分徴収率

3,058,673 4,202,848 3,023,487 目標 成果 達成状況

99.25% 99.26% 99.27% 達成

合計 4,202,848 2,348,160 3,023,487

事

 

業

 

コ

 

ス

 

ト

区　　分（単位：千円） 22年度 23年度 24年度24年度24年度24年度 25年度 成果目標の達成状況

予

算

額

前年度繰越 － － － －

項目

現況

（H23）

Ｈ２４
H25

目標
当初予算 5,251,639

委託

・自動車税・自動車取得税の申告・納税確認事務

・諸通知作成に係る業務

・軽油引取税採油燃料分析業務

48,176 40,451 45,909

長野県地方税滞納整理機構との連携事業 負担金

・市町村移管事案と重複する徴収案件の移管

・徴収職員の資質向上のための各種研修会等の開催

30,000 26,833 30,000

県税等賦課徴収に係る負担金等

負担金・

補助金・

交付金

・徴収取扱費交付金等

・賦課システム運用に係る諸経費

・賦課徴収事務の資質向上に係る諸経費

94,007 87,781 108,311

○現年分の徴収率は、前年度実績を上回ること。（H23実績：現年分徴収率　99.25％、現年分自動車税の徴収率

99.32％）

事業内容

（単位：千円）　

項目 実施方法 H24事業実績

H24 H25

（当初） （決算） （当初）

県税等賦課徴収及び滞納処分等 直接

・滞納者への催告や差押等の滞納処分の実施

・「県税電話催告センター」の設置

・インターネット公売、市町村と県の合同公売の実施

・地方税法第48条の直接徴収の実施

・市町村との協働徴収の実施

3,857,528 2,054,573 2,738,550

県税等賦課徴収に係る電算処理 委託

・電算処理に係る諸経費

・税務電算システムの保守、改修及び再構築

173,137 138,522 100,717

県税等賦課徴収事務の委託

目指す姿

・厳正、的確な滞納処分の実施により、徴収率の向上と収入未済額の縮減を図る。

・個人住民税については、市町村の同意のもと地方税法第48条の直接徴収を実施するとともに、併任徴収協定の締結市町村との連携

　を強化し、個人県民税の徴収対策を促進する。

現状

・自主財源である県税収入の確保や税の公平性を図る観点から、様々な方策により収入未済額の縮減に取組んでいるが、平成23年度

　の収入未済額は、56億1,318万円（前年度比△6億7,152万円)、現年・滞繰計の徴収率は、96.91%（前年度比＋0.36P）となっている。

・収入未済額に占める個人県民税の割合は、72.12%となり、平成19年に行われた国から地方への税源移譲後、最高となっており、個人県

　民税を含めた個人住民税を徴収する市町村と協働した徴収対策が必要である。

・自動車税は、収入未済額の13.63%を占め5年連続で減少させているが、5月の納期限後の早期の納税催告等が引き続き必要である。

県が関与

する理由

□法令等義務 □内部管理 ■県でなければ実施不可　 【左記の説明、根拠法令等】

□民間、市町村でも実施可能だが、県関与の必要性有 地方税法に基づき県が賦課・徴収する税の確保である。

【根拠法令：地方税法（昭和25年7月31日法律第226号）】

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

実施期間 昭和25年 ～

課・室 税務課・県税徴収対策室

＜参考＞

総合５か

年計画

プロジェクト  E-mail zeimu@pref.nagano.lg.jp

施策の総合的展開

事業番号 03 06 01 事業改善シート （２４年度実施事業分）　　□予算要求　　□予算案　　　■点検

事　業　名 県税徴収諸経費県税徴収諸経費県税徴収諸経費県税徴収諸経費
担

当

課

部局 総務部


